


 

 

さいたま市規則第１９号 

さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年さいたま市規則第２１５号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （建築主事） （建築主事） 

第２条 建設局建築行政部建築審査課（以下「建築 

審査課」という。）に建築主事を置く。 

第２条 建設局建築部建築行政課（以下「建築行政 
課」という。）並びに建設局北部建設事務所及び 
建設局南部建設事務所（以下「建設事務所」とい 
う。）の建築審査課（以下「建築審査課」という。

）に建築主事を置く。  
 ２ 法第４条第９項の規定により、建築審査課に置 

かれた建築主事の所管区域は、当該建築主事が置 

かれた建設事務所の所管区域とする。 

 ３ 建築物、建築設備又は工作物（以下「建築物等 

」という。）の敷地が２の建設事務所の所管区域 

にわたる場合においては、その敷地の全部につい 

て、敷地の過半の属する建設事務所の建築主事が 

これを所管する。 

 

 

 

 

（建築主等の変更届） 

第２５条 許可若しくは認定を受けた建築物又は確 

認を受けた建築物、建築設備又は工作物（以下「 

建築物等」という。）の工事完了前に建築主、設 

置者又は築造主に変更があったときは、建築主、 

設置者又は築造主は、様式第１９号の名義変更届 

に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて 

速やかに市長又は建築主事に届け出なければなら 

ない。 

２・３ ［略］ 

４ 建築審査課に置かれた建築主事に事故があると 

き又は欠けたときは、建築行政課に置かれた建築 

主事がその業務を行う。 

 

（建築主等の変更届） 

第２５条 許可若しくは認定を受けた建築物又は確 

認を受けた建築物等の工事完了前に建築主、設置 

者又は築造主に変更があったときは、建築主、設 

置者又は築造主は、様式第１９号の名義変更届に 

許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速 

やかに市長又は建築主事に届け出なければならな 

い。 

 

２・３ ［略］ 

 

 （建築計画概要書等の写しの交付申請等）  （建築計画概要書等の写しの交付申請） 

第２６条の２ [略] 第２６条の２ [略] 



 

 

２ [略] ２ [略] 

３ 前２項の規定にかかわらず、窓口閲覧・交付シ

ステム（電子情報処理組織（申請者の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。以下この項にお

いて同じ。）と前２項に掲げる書類の電磁的記録

を保存した電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。）を使用して前２項

に掲げる書類（築造計画概要書及び全体計画概要

書の写しを除く。）の閲覧又は交付を行うシステ

ムをいう。以下同じ。）を使用して当該書類の交

付を受けようとする者は、窓口閲覧・交付システ

ムにより当該書類の交付の申請を行わなければな

らない。 

 

４ 前３項に規定する申請の受付時間は、午前９時

から午後５時までとする。 

 

 

（申請書等の提出） （申請書等の提出） 

第２７条 法、令、省令及びこの規則の規定により、

 市長に提出する申請書、届出書又は報告書（以下

「申請書等」という。）は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める課に提出するものと

する。ただし、第２６条の２に規定する写しの交

付において、窓口閲覧・交付システムを使用する

場合は、この限りではない。 

第２７条 法、令、省令及びこの規則の規定により、

 市長に提出する申請書、届出書又は報告書（以下

「申請書等」という。）は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める課に提出するものと

する。 

 ⑴ 法第７条の６第１項第１号（法第８７条の４

又は第８８条第１項若しくは第２項において準

用する場合を含む。）及び法第１８条第３８項

第１号（法第８７条の４又は第８８条第１項若

しくは第２項において準用する場合を含む。）

の規定による仮使用の認定、法第４２条第１項

第５号に規定する道路の位置の指定、指定を受

けた私道の変更及び廃止、法第４３条第２項第

１号に規定する認定、同項第２号に規定する許

可、法第８５条第６項及び第７項に規定する仮

設興行場等の許可、法第８７条の３第６項に規

定する興行場等の許可、同条第７項に規定する

特別興行場等の許可並びに第２６条の２第１項

及び第２項に規定する写しの交付に係る申請書

等 当該申請書等に係る建築物等又は指定道路

の敷地が存する区域を所管する建設局建築行政

部北部建築指導課又は南部建築指導課（次項に

おいて「建築指導課」という。） 

⑴ 法第７条の６第１項第１号（法第８７条の４ 

又は第８８条第１項若しくは第２項において準 

用する場合を含む。）及び法第１８条第３８項 

第１号（法第８７条の４又は第８８条第１項若 

しくは第２項において準用する場合を含む。） 

の規定による仮使用の認定、法第４２条第１項 

第５号に規定する道路の位置の指定、指定を受 

けた私道の変更及び廃止、法第４３条第２項第 

１号に規定する認定、同項第２号に規定する許 

可、法第８５条第６項及び第７項に規定する仮 

設興行場等の許可、法第８７条の３第６項に規 

定する興行場等の許可、同条第７項に規定する 

特別興行場等の許可並びに第２６条の２第２項 

に規定する写しの交付に係る申請書等 当該申 

請書等に係る建築物等又は指定道路の敷地が存 

する区域を所管する建設事務所建築指導課 

 ⑵ 法第６条の２第５項（法第８７条第１項、法

第８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第

２項において準用する場合を含む。）、法第７

条の２第６項（法第８７条の４又は法第８８条

第１項若しくは第２項において準用する場合を

含む。）、法第７条の４第６項（法第８７条の

４又は法第８８条第１項において準用する場合

を含む。）若しくは法第７条の６第３項（法第

 ⑵ 法第６条の２第５項（法第８７条第１項、法

第８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第

２項において準用する場合を含む。）、法第７

条の２第６項（法第８７条の４又は法第８８条

第１項若しくは第２項において準用する場合を

含む。）、法第７条の４第６項（法第８７条の

４又は法第８８条第１項において準用する場合

を含む。）若しくは法第７条の６第３項（法第



 

 

８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第２

項において準用する場合を含む。）に規定する

報告書 建築審査課 

８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第２

項において準用する場合を含む。）に規定する

報告書又は第２６条の２第１項に規定する写し

の交付に係る申請書 当該申請書等に係る建築

物等の敷地が存する区域を所管する建築審査課 

⑶ 前２号に掲げるもの以外の申請書等 建設局 

建築行政部建築行政課 

⑶ 前２号に掲げるもの以外の申請書等 建築行 

政課 

２ 前項第１号に規定する申請書等のうち、当該申 

請書等に係る敷地が建設局建築行政部北部建築指 

導課及び南部建築指導課の所管区域にわたる場合 

においては、その敷地の全部について、敷地の過 

半の属する区域を所管する建築指導課に提出する 

ものとする。 

２ 前項第１号に規定する申請書等のうち、当該申 

請書等に係る敷地が２の建設事務所の所管区域に 

わたる場合においては、その敷地の全部について、

敷地の過半の属する建設事務所建築指導課に、同 

項第２号に規定する申請書等のうち、当該申請書 

等に係る敷地が２の建設事務所の所管区域にわた 

る場合においては、その敷地の全部について、敷 

地の過半の属する建築審査課に提出するものとす 

る。 

 

様式第７号（第８条関係） 

工事に関する調書 

 ［略］ 

不

適

格

事

項 

［略］ 

 ［略］ 

［略］ 

 

様式第１０号（第８条関係） 

不適格建築物調書 

 ［略］ 

注 

１～４ ［略］ 

５ 建築基準法施行令第１３７条の７、第１３７ 

条の１２第１３項又は第１３７条の１６の規定 

の適用を受ける場合のみ面積を記入すること。 

６・７ ［略］ 

 

 

様式第７号（第８条関係） 

工事に関する調書 

 ［略］ 

不

合

格

事

項 

［略］ 

 ［略］ 

［略］ 

 

様式第１０号（第８条関係） 

不適格建築物調書 

 ［略］ 

注 

 １～４ ［略］ 

５ 建築基準法施行令第１３７条の７、第１３７ 

条の１２第４項又は第１３７条の１６の規定の 

適用を受ける場合のみ面積を記入すること。 

６・７ ［略］ 

 

 様式第２４号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 



様式第２４号(第２６条の２関係) 

 

建築計画概要書等の写し交付申請書 

(宛先)さいたま市長 

 次のとおり、建築計画概要書等の写しの交付を受けたいので申請します。 

             ※ 

申 請 年 月 日 年    月    日 整理番号 

申 請 者 氏 名 

 法人の場合は法人

名についても記載 

  

申 請 者 電 話 番 号   

使 用 目 的 

□建築計画     □土地・建物の売買 

□測量・現地調査  □金融機関等融資・審査 

□その他(                      ) 

敷地の位置・所在地 

（ 地 名 地 番 ） 
さいたま市 

申 請 種 別 □建築物  □建築設備(           ) □工作物 

確認済証等交付年月日        年      月      日 

確 認 済 証 番 号 第             号 

建築計画概要書等の

種 別 ・ 申 請 通 数 

 
 

建築計画概要書 
建築基準法令による処分等の概要書          

□築造計画概要書                 通 

□定期調査報告概要書               通 

□定期検査報告概要書               通 

□全体計画概要書                 通 

備 考 
  

 

□ 通 



 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２６条の２及び第２７条

第１項（ただし書を加える部分に限る。）並びに様式第７号及び様式第１０号の改正

並びに様式第２４号の改正規定は、公布の日から施行する。 


